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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネッセンス表示装置

(57)【要約】
【課題】  エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子の湿
りを十分に抑制して長寿命化を図ることが可能な小型の
ＥＬ表示装置を提供する。
【解決手段】  ＥＬ表示装置１０は、（１）透明基板１
２と、（２）透明基板１２上に設けられたエレクトロル
ミネッセンス素子１４と、（３）透明基板１２に対して
熱により溶融接着されており、透明基板１２との間でエ
レクトロルミネッセンス素子１４を封止する吸湿機能を
有する封止用樹脂シート１６と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明基板と、
前記透明基板上に設けられたエレクトロルミネッセンス
素子と、
前記透明基板に対して熱により溶融接着されており、該
透明基板との間で前記エレクトロルミネッセンス素子を
封止する吸湿機能を有する封止用樹脂シートと、
を備えるエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項２】  前記封止用樹脂シートは、その周縁部を
介して前記透明基板に対して熱により溶融接着されてい
る請求項１に記載のエレクトロルミネッセンス表示装
置。
【請求項３】  前記封止用樹脂シートは、熱可塑性樹脂
中に吸湿機能を有する無機充填材が添加された吸湿層を
有する請求項１又は請求項２に記載のエレクトロルミネ
ッセンス表示装置。
【請求項４】  前記熱可塑性樹脂は、ポリオレフィン、
または接着性を有する変成ポリオレフィンである請求項
３に記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項５】  前記無機充填材には、硫酸マグネシウ
ム、酸化カルシウム、焼成ハイドロタルサイトのうち少
なくともいずれかが含まれる請求項３又は請求項４に記
載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項６】  前記封止用樹脂シートは、前記エレクト
ロルミネッセンス素子に対して前記吸湿層より外側に金
属層を有する請求項３～５のいずれかに記載のエレクト
ロルミネッセンス表示装置。
【請求項７】  前記封止用樹脂シートは、前記金属層を
保護するための保護層を有する請求項６に記載のエレク
トロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】  前記封止用樹脂シートには、前記エレク
トロルミネッセンス素子を収容可能な大きさでエンボス
加工が施されている請求項１～７のいずれかに記載のエ
レクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項９】  前記エレクトロルミネッセンス素子が有
機エレクトロルミネッセンス素子である請求項１～８の
いずれかに記載のエレクトロルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ
ッセンス表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】エレクトロルミネッセンス（以下、単に
「ＥＬ」ともいう。）表示装置は、近年、情報表示装置
として広く利用されるようになっている。かかるＥＬ表
示装置１００は、図５に示すように、一般に、フェース
プレートとしての透明基板１０２と、透明基板１０２上
に形成されたＥＬ素子１０４と、ＥＬ素子１０４を封止
する封止体１０６と、を備えている。
【０００３】ＥＬ素子１０４は、透明電極１０８及び背
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面電極１１０と、これら電極間に設けられる発光部１１
２とを有している。封止体１０６は、ステンレス成型体
から構成されており、ＥＬ素子１０４を収容する収容部
１０６ａと、透明基板１０２との接合に用いられるフラ
ンジ部１０６ｂとを有している。そして、収容部１０６
ａには乾燥剤１１４が収容されている。この封止体１０
６は、収容部１０６ａの内部にＥＬ素子１０４を収容し
た状態で、フランジ部１０６ｂを介して紫外線（ＵＶ）
硬化樹脂１１６により透明基板１０２上に接合されてい
る。
【０００４】このように、封止体１０６によりＥＬ素子
１０４が封止され、かつ乾燥剤１１４により封止体１０
６内部の水分が吸着されることで、ＥＬ素子１０４の湿
りが抑制されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た従来のＥＬ表示装置では、封止体の収容部内に乾燥剤
を収容するための空間が必要であったため、その分だけ
封止体の厚みが増え、ひいてはＥＬ表示装置の大型化を
招いていた。
【０００６】また、封止体と透明基板との接合に用いら
れる紫外線硬化樹脂は水分透過率が高く、ＥＬ素子を封
止した後でも封止体内に水分が進入してしまうため、Ｅ
Ｌ素子の湿りを十分に抑制することができなかった。こ
れにより、ＥＬ素子が経時的に劣化してしまい、ＥＬ表
示装置の長寿命化を図ることが困難であった。
【０００７】本発明は、かかる事情に鑑みてなされたも
のであり、ＥＬ素子の湿りを十分に抑制して長寿命化を
図ることが可能な小型のＥＬ表示装置を提供することを
目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明に係るＥＬ表示装
置は、（１）透明基板と、（２）透明基板上に設けられ
たエレクトロルミネッセンス素子と、（３）透明基板に
対して熱により溶融接着されており、透明基板との間で
エレクトロルミネッセンス素子を封止する吸湿機能を有
する封止用樹脂シートと、を備える。
【０００９】このＥＬ表示装置では、吸湿機能を有する
封止用樹脂シートが透明基板に対して熱により溶融接着
されることで、ＥＬ素子が透明基板と封止用樹脂シート
との間に封止されている。よって、従来のようにステン
レス成型体により封止する場合と比べて、乾燥剤を収容
するための空間が必要なくなる分だけＥＬ表示装置の厚
みが薄くなり、ひいては装置の小型化が図られる。また
封止用樹脂シートは、水分透過率の高い紫外線硬化樹脂
のような接着剤を用いることなく、透明基板に対して熱
により溶融接着されており、また封止シート自身は吸湿
機能を有するため、接着部分からの水分の進入が抑制さ
れる。その結果、ＥＬ素子の湿りが十分に抑制されて装
置の長寿命化を図ることが可能となる。
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【００１０】本発明に係るＥＬ表示装置では、封止用樹
脂シートは、その周縁部を介して透明基板に対して熱に
より溶融接着されていると好ましい。このようにすれ
ば、透明基板に対して封止用樹脂シートを熱により溶融
接着する際に、ＥＬ素子が熱により破損するおそれが低
減される。
【００１１】また本発明に係るＥＬ表示装置では、封止
用樹脂シートは、熱可塑性樹脂中に吸湿機能を有する無
機充填材が添加された吸湿層を有していると好ましい。
このようにすれば、熱可塑性樹脂により、透明基板に対
して熱により溶融接着することが可能となる。また、吸
湿機能を有する無機充填材により、ＥＬ素子の湿りが十
分に抑制される。
【００１２】また本発明に係るＥＬ表示装置では、熱可
塑性樹脂は、ポリオレフィン、または接着性を有する変
成ポリオレフィンであると好ましい。かかる熱可塑性樹
脂によれば、透明基板に対する熱による溶融接着が好適
になされる。
【００１３】また本発明に係るＥＬ表示装置では、無機
充填材には、硫酸マグネシウム、酸化カルシウム、焼成
ハイドロタルサイトのうち少なくともいずれかが含まれ
ると好ましい。かかる無機充填材は、ＥＬ素子の湿りを
抑制する用途に十分な吸湿機能を発揮するため好まし
い。
【００１４】また本発明に係るＥＬ表示装置では、封止
用樹脂シートは、エレクトロルミネッセンス素子に対し
て吸湿層より外側に金属層を有すると好ましい。このよ
うにすれば、透明基板と封止用樹脂シートとで封止され
た空間内に、封止用樹脂シートを通して水分が進入する
おそれが低減される。
【００１５】また本発明に係るＥＬ表示装置では、封止
用樹脂シートは、金属層を保護するための保護層を有す
ると好ましい。このようにすれば、金属層が外部に露出
することが防止され、また外傷により金属層の密封性が
低下するおそれが低減される。
【００１６】また本発明に係るＥＬ表示装置では、封止
用樹脂シートには、ＥＬ素子を収容可能な大きさでエン
ボス加工が施されていると好ましい。このようにすれ
ば、封止用樹脂シートによりＥＬ素子を封止するとき
に、封止用樹脂シートの位置決めが容易となる。また、
封止後にＥＬ素子に無理な応力が働くおそれが低減さ
れ、ＥＬ表示装置の特性の劣化が抑制される。
【００１７】また本発明に係るＥＬ表示装置では、エレ
クトロルミネッセンス素子が有機エレクトロルミネッセ
ンス素子であってもよい。
【００１８】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照して、本発
明の実施形態について詳細に説明する。尚、図面の説明
において同一要素には同一符号を用いるものとし、重複
する説明は省略する。
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【００１９】図１は、本実施形態に係るエレクトロルミ
ネッセンス（ＥＬ）表示装置の構成を示す断面図であ
り、図２は、ＥＬ表示装置の構成を示す背面図である。
図１及び図２に示す通り、ＥＬ表示装置１０は、フェー
スプレートとしての透明基板１２と、透明基板１２上に
形成されたＥＬ素子１４と、ＥＬ素子１４を封止する封
止用樹脂シート１６と、を備えている。
【００２０】透明基板１２は、可視光に対して透光性を
有し、ＥＬ素子１４から発せられた光を取り出すフェー
スプレートとして機能する。かかる透明基板１２は、ガ
ラス基板、樹脂基板などから構成することができる。ガ
ラス基板を構成するガラスとしては、アルカリガラス、
無アルカリガラス、石英ガラス等の無機ガラス等を使用
することができる。この中でも、耐熱性の向上やアルカ
リイオンによる特性劣化の回避の観点から、バリウムボ
ロシリケートガラスやアルミノシリケートガラスなどの
無アルカリガラスを使用すると好ましい。なお、かかる
透明基板１２の厚みは特に限定されないが、０．３ｍｍ
～１．５ｍｍであると好ましい。
【００２１】ＥＬ素子１４は、陽極としての透明電極１
８及び陰極としての背面電極２０と、これら電極間に設
けられる発光部２２とを有している。
【００２２】透明電極１８は、インジウム－スズ酸化物
（ＩＴＯ）、インジウム－アンチモン酸化物（Ｉｎ－Ｓ
ｂの酸化物）、インジウム－亜鉛酸化物（Ｉｎ－Ｚｎの
酸化物）等から構成することができる。なお、かかる透
明電極１８の厚みは特に限定されないが、１μｍ以下で
あると好ましい。
【００２３】背面電極２０は、アルミニウム（Ａｌ）、
ニッケル、銅等の金属から構成することができる。な
お、かかる背面電極２０の厚みは特に限定されないが、
５０μｍ以下であると好ましい。
【００２４】発光部２２は、有機発光層を含む積層体か
ら構成することができる。例えば、ホール注入層２４、
ホール輸送層２６、有機発光層２８、電子注入層３０
を、上記した透明電極１８上にこの順に積層して構成す
ることができる。これら各層を構成する材料は、従来公
知の種々の材料から適宜選択して用いることができる。
一例を挙げれば、ホール注入層２４は銅フタロシアニン
（ＣｕＰＣ）を、ホール輸送層２６はナフチル基置換ト
リフェニルアミン４量体（ＮＴＰＡ）を、有機発光層２
８はＮ，Ｎ’－ジメチルキナクリドン（ＤＭｑｄ）をド
ーピングした（３－ヒドロキシキノリン）アルミニウム
（Ａｌｑ
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）を、電子注入層３０はフッ化リチウム（Ｌ

ｉＦ）を、それぞれ用いて構成することができる。
【００２５】封止用樹脂シート１６は、図３に示すよう
に、吸湿機能を有する吸湿層３２と、この吸湿層３２の
上に設けられる金属層３４と、この金属層３４の上に設
けられる保護層３６と、を有している。
【００２６】吸湿層３２は、熱可塑性樹脂３８に、乾燥
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剤として吸湿性を有する無機充填材４０を混合して形成
されている。熱可塑性樹脂３８は、ポリオレフィン、ま
たは接着性を有する変成ポリオレフィンであると好まし
い。例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、アイオノ
マー、エチレン酢酸ビニルコポリマー（ＥＶＡ）、エチ
レンエチルアクリレート（ＥＥＡ）、及びメタクリル酸
エチル（ＥＭＡ）と、それらの酸変成物等が挙げられ
る。
【００２７】また無機充填材４０としては、焼結して結
晶水を除去した焼成ハイドロタルサイト類、硫酸マグネ
シウム、酸化カルシウム等を使用することができる。な
お、硫酸マグネシウムは、無水の硫酸マグネシウムであ
るとより好ましい。かかる無機充填材４０は、平均粒径
が０．１μｍ～１０μｍ程度である粉粒体から構成され
ると好ましい。これら無機充填材４０は、単独で、ある
いは必要に応じて２種以上組み合わせて使用してもよ
い。バインダ樹脂３８と無機充填材４０との混合割合
は、バインダ樹脂３８の全量１００重量％に対して５重
量％～５０重量％であると好ましい。
【００２８】なお吸湿層３２は、図３に示すように、熱
可塑性樹脂３８に無機充填材４０を添加してなるコア層
４２を、上記熱可塑性樹脂から形成される被覆層４４で
挟み込んだ３層構造としてもよい。なお、吸湿層３２の
厚みは、５μｍ～１５０μｍであると好ましい。
【００２９】金属層３４は、外部から封止用樹脂シート
１６を通して水分が進入することを防止する機能を有す
る。この金属層３４は、金属箔や金属蒸着膜から構成す
ることができる。金属箔としては、アルミ箔、ステンレ
ス箔、ニッケル箔等を使用することができる。金属蒸着
膜としては、アルミ等の金属を蒸着して形成することが
できる。特に、金属層３４として鉄アルミ合金箔を使用
すると好ましい。このようにすれば、封止用樹脂シート
１６全体の強度が増し、以下に説明するようなエンボス
加工を施す場合に、破れが生じるおそれが低減される。
【００３０】保護層３６は、金属層３４が外部に露出す
ることを防止すると共に、外傷により金属層３４の密封
性が低下するおそれを低減する機能を有する。かかる保
護層３６は、耐擦過性に優れた樹脂などから構成するこ
とができる。保護層３６を構成する樹脂としては、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリアミド（ナイ
ロン）等を使用することができる。なお、かかる保護層
３６の厚みは、５μｍ～５０μｍであると好ましい。
【００３１】上記した保護層３６と金属層３４とは、例
えばウレタン系接着剤等により接着することができる。
ウレタン系接着剤としては、例えばポリオールとイソシ
アネートとの２液を混合し架橋させたものを使用するこ
とができる。また、上記した金属層３４と吸湿層３２と
は、例えば熱ラミネートにより接合することができる。
【００３２】ここで、上記のように構成される封止用樹
脂シート１６には、図４に示すように、ＥＬ素子１４を

6
収容可能な大きさでエンボス加工を施すことが可能であ
る。このようにすれば、封止用樹脂シート１６によりＥ
Ｌ素子１４を封止するとき、エンボス加工により形成さ
れた凹部４６を基準に位置決めすることで、封止用樹脂
シート１６の位置決めが容易となる。また、封止後にＥ
Ｌ素子１４に無理な応力が働くおそれが低減され、ＥＬ
表示装置１０の特性の劣化が抑制される。
【００３３】本実施形態に係るＥＬ表示装置１０は、図
１及び図２に示すように、透明基板１２上に設けられた
ＥＬ素子１４の上から封止用樹脂シート１６を被せ、封
止用樹脂シート１６の周縁部１６ａのみを透明基板１２
に対して熱圧着し、ＥＬ素子１４を封止して形成され
る。このように、封止用樹脂シート１６は、その周縁部
１６ａのみを介して透明基板１２に対して熱により溶融
接着されているため、接着する際にＥＬ素子１４が熱に
より破損するおそれが低減されている。
【００３４】次に、本実施形態に係るＥＬ表示装置１０
の作用及び効果について説明する。
【００３５】本実施形態に係るＥＬ表示装置１０では、
熱可塑性樹脂３８中に吸湿機能を有する無機充填材４０
を添加してなる吸湿層３２を含む封止用樹脂シート１６
が、透明基板１２に対して熱により溶融接着されること
で、ＥＬ素子１４が透明基板１２と封止用樹脂シート１
６との間に封止されている。よって、従来のようにステ
ンレス成型体により封止する場合と比べて、乾燥剤を収
容するための空間が必要なくなる分だけＥＬ表示装置１
０の厚みが薄くなり、ひいては装置の小型化が図られ
る。また封止用樹脂シート１６は、水分透過率の高い紫
外線硬化樹脂のような接着剤を用いることなく、透明基
板１２に対して熱により直接溶融接着されており、また
封止用樹脂シート１６それ自身は吸湿機能を有するた
め、接着部分からの水分の進入が抑制される。その結
果、ＥＬ素子１４の湿りが十分に抑制されて装置１０の
長寿命化を図ることが可能となる。
【００３６】また本実施形態に係るＥＬ表示装置１０で
は、封止用樹脂シート１６は、ＥＬ素子１４に対して吸
湿層３２より外側に金属層３４を有するため、透明基板
１２と封止用樹脂シート１６とで封止された空間内に、
封止用樹脂シート１６を通して外部から水分が進入する
おそれを低減することができる。これにより、装置１０
の長寿命化をより一層図ることが可能となる。
【００３７】また本実施形態に係るＥＬ表示装置１０で
は、封止用樹脂シート１６は、金属層３４を保護するた
めの保護層３６を有するため、金属層３４が外部に露出
することを防止することができ、また外傷により金属層
３４の密封性が低下するおそれを低減することができ
る。これにより、装置１０の長寿命化をより一層図るこ
とが可能となる。
【００３８】また本実施形態に係るＥＬ表示装置１０で
は、封止用樹脂シート１６には、ＥＬ素子１４を収容可
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7
能な大きさでエンボス加工が施されているため、封止用
樹脂シート１６によりＥＬ素子１４を封止するときに、
封止用樹脂シート１６の位置決めを容易に行うことが可
能となる。また、封止後にＥＬ素子１４に無理な応力が
働くおそれが低減され、ＥＬ表示装置１０の特性の劣化
を抑制することが可能となる。
【００３９】次に、本実施形態に係るＥＬ表示装置１０
の防水特性を評価するために行った試験について説明す
る。
【００４０】［試験体１］試験体１の作製では、まず５
００ｍｍ角のＰＥＴシートと、５００ｍｍ角のアルミ箔
とを準備した。そして、これらＰＥＴシートとアルミ箔
とを、ウレタン系接着剤を介してドライラミネーターに
より貼り合せ、ＰＥＴ／Ａｌ複合シートを作成した。な
お、ＰＥＴシートの厚みは１２μｍであり、アルミ箔の
厚みは９μｍであり、ウレタン系接着剤の厚みは２μｍ
であった。
【００４１】次に、５００ｍｍ角の３層構造の吸湿フィ
ルムを３層インフレ押出機で作成した。この吸湿フィル
ムは、酸変成ポリエチレン／硫酸マグネシウム含有酸変
成ポリエチレン／酸変成ポリエチレンの３層構造を有し
ていた。各層の厚みは、それぞれ２０μｍであった。硫
酸マグネシウム含有酸変成ポリエチレン層は、酸変成ポ
リエチレン１００重量％に無水の硫酸マグネシウムを２
０重量％添加して構成されたものである。
【００４２】この吸湿フィルムを、熱ラミネートにより
ＰＥＴ／Ａｌ複合シートのＡｌ面と貼り合せ、ＰＥＴ
（保護層）／Ａｌ（金属層）／吸湿フィルム（吸湿層）
の構造の封止用樹脂シートを作成した。このとき、ロー
ル径が１００ｍｍで温度が１５０℃の熱ロールを使用
し、１ｍ／ｍｉｎの速度で封止用樹脂シートを作成し
た。その後、これを９ｃｍ四方に裁断した。
【００４３】一方、厚み１ｍｍで１０ｃｍ角のガラス基
板を準備した。このガラス基板上に、１ｍｍ幅の透明電
極（ＩＴＯ）を２ｍｍのピッチで蒸着した。そして、ガ
ラス基板の中央部に、厚さが０．１ｍｍで５ｃｍ角のＰ
ＥＴフィルムを搭載した。なお、これらの作業はドライ
ボックス内で行った。
【００４４】次に、同じくドライボックス内で、中央部
にＰＥＴフィルムが搭載されたガラス基板上に、９ｃｍ
角に切断した上記封止用樹脂シートを、最内層の吸湿フ
ィルムがガラス基板と対面するように搭載した。そし
て、封止用樹脂シートの４辺の端部２ｍｍを１５０℃の
熱バーで５秒間押さえ付け、ガラス基板に対して溶融接
着させて、試験体１を作成した。この試験体１では、封
止用樹脂シートにより封止されたＰＥＴフィルムの初期
の水分量は、１００ｐｐｍであった。
【００４５】［試験体２］試験体２では、上記試験体１
の封止用樹脂シートの代わりに、ステンレス成型体を準
備した。このステンレス成型体は、厚さが０．１ｍｍで*
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*９ｃｍ角のステンレス板の中央部５ｃｍ角の部分を、１
ｍｍの深さに絞り成型したものである。このステンレス
成型体のくぼみの部分に、乾燥剤として酸化カルシウム
を１０ｇ封入し、酸化カルシウムがこぼれないよう、そ
の部分をＰＥＴ粘着テープで覆った。
【００４６】また、試験体１と同様にして、中央部にＰ
ＥＴフィルムが搭載されたガラス基板を準備した。この
ガラス基板の中央部９ｃｍ角の周辺部２ｍｍ（９ｃｍの
内側の２ｍｍ）にＵＶ硬化樹脂を２０μｍの厚みで塗布
し、その上に上記ステンレス成型体を載せた。そして、
ガラス基板側から紫外線を照射してＵＶ硬化樹脂を硬化
させ、ガラス基板とステンレス成型体を接合して、試験
体２を作成した。この試験体２でも、ステンレス成型体
により封止されたＰＥＴフィルムの初期の水分量は、１
００ｐｐｍであった。
【００４７】（試験方法）上記のようにして作成した試
験体１及び試験体２を、温度６０℃、湿度９５％ＲＨの
環境下に３０日放置した後、内部のＰＥＴフィルムの水
分量をそれぞれ測定した。
【００４８】（試験結果）試験体２では、内部のＰＥＴ
フィルムの水分量は１２０ｐｐｍまで上昇していた。こ
れに対し、試験体１では、内部のＰＥＴフィルムの水分
量は１００ｐｐｍのままであり、初期の水分量から全く
上昇していないことが分かった。
【００４９】このことから、封止用樹脂シートにより封
止する構造を有する試験体１は、防水性能に優れている
ことが確かめられた。よって、試験体１と同じ封止構造
によりＥＬ素子を封止して構成される本実施形態に係る
ＥＬ表示装置１０は、湿りによる特性劣化を引き起こす
おそれが極めて小さいため、長寿命化を図ることが可能
となる。
【００５０】なお、本発明は上記した実施形態に限定さ
れることなく種々の変形が可能である。
【００５１】例えば、上記した実施形態では、発光部２
２が有機発光層２８を含む積層体から構成された有機Ｅ
Ｌ表示装置について説明した。しかしながら、本発明に
係るＥＬ表示装置１０は、有機ＥＬ表示装置に限られる
ことなく、無機ＥＬ表示装置にも適用することができる
ことは言うまでもない。この場合、発光部は、無機発光
層を含む積層体から構成することができる。例えば、無
機発光層、誘電体層を、透明電極上にこの順に積層して
構成することができる。
【００５２】
【発明の効果】本発明によれば、ＥＬ素子の湿りを十分
に抑制して長寿命化を図ることが可能な小型のＥＬ表示
装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係るＥＬ表示装置の構成を示す断
面図である。
【図２】本実施形態に係るＥＬ表示装置の構成を示す背
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面図である。
【図３】本実施形態に係るＥＬ表示装置が備える封止用
樹脂シートの構成を示す断面図である。
【図４】エンボス加工が施された封止用樹脂シートの構
成を示す断面図である。
【図５】従来のＥＬ表示装置の構成を示す断面図であ *
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*る。
【符号の説明】
１０…ＥＬ表示装置、１２…透明基板、１４…ＥＬ素
子、１６…封止用樹脂シート、１６ａ…周縁部、３２…
吸湿層、３４…金属層、３６…保護層，３８…バインダ
樹脂、４０…無機充填材。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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